
 

 

お客様各位 

 

 

平成 25 年 3 月 28 日 

 

「相続定期預金」の取扱開始について 
 

 

  福邦銀行(頭取 東條 敬)では、相続専用の定期預金を平成 25 年 4 月 1日(月)より取扱開始いたします

のでお知らせいたします。 

  相続でお受け取りになられた方々に、資金運用を考えていただくための商品の一つとして、お客様の

ニーズに合わせた様々な金融サービスを提供してまいります。 

 

 

 

記 

 

 

【 相続定期預金 】 
 

 １．取扱期間      平成２５年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日 
 

２．商品概要 

① ご預金の種類   スーパー定期 ３ヵ月、６ヵ月 

 

② 対    象   個人の方で相続手続完了後１年以内に、相続により資金をお受け取りに

なられた方 

※ 他の金融機関でお手続きになられた方も対象となります。 

 

③ お預入れ金額   100 万円以上で、相続によりお受け取りした額が上限となります（1円単位）。 

 

④ 金    利   ・３ヵ月 

                店頭表示金利 ＋ 年１．０％ 

               ・６ヵ月 

                店頭表示金利 ＋ 年０．５％ 

 

以 上 

 

※本件に関するお問い合わせ先 営業統括部(担当：伊東）TEL（0776）25-5119 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スーパー定期 3 ヵ月  店頭表示金利 ＋ 年１.０％ 

スーパー定期 6 ヵ月  店頭表示金利 ＋ 年０.５％  

 
ご利用いただける方 

 
相続手続完了後１年以内に、相続により取得した資金を 
お預け入れいただける個人のお客さま 

 
※ 他の金融機関でお手続きになられた方でも結構です。 

 

お預け入れ金額  １００万円以上（１円単位） 
※ 相続により取得した金額が上限となります。 

※ お一人さま 1回のご利用に限らせていただきます。 

 

お預け入れの際には、「相続人であること」、「相続手続完了時期」、 

「相続により取得した金額」の分かる書類を確認させていただきます。 
 

※ 詳細は裏面をご参照下さい。 
 
 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



相続定期預金 
◆ 商品の概要 

ご預金の種類 スーパー定期（期間：３ヵ月、６ヵ月） 

お取扱期間 
平成 25 年４月１日～平成 26 年 3 月 31 日 

※ 但し、市場動向等により、取扱期間中においても本商品の内容を変更、または取扱を 

中止する場合がございます。 

お取扱対象 1 年以内に相続により資金をお受け取りになられた個人のお客さま 
※ 他の金融機関にてお受け取りになられた方でも結構です。 

ご利用条件 （１）相続手続き完了後、1 年以内の預金 
（２）「相続人であること」、「相続手続完了時期」、「相続により取得した 

金額」の分かる書類を確認できる方 
（３）お一人さま 1 回のご利用に限らせていただきます。 
   既に当行で「相続定期預金」を利用した場合、または「相続定期預金」の 

満期金での再預入はできません。 

お預け入れ金額 １００万円以上（1 円単位） 
※ 新規にお預け入れ頂いたお客様で、相続金お受取額が限度となります。 

金利 （１）３ヵ月もの 
   預入時の店頭表示の利率に年１.０％を上乗せした利率を満期日まで 

適用します。 
（２）６ヵ月の場合 

預入時の店頭表示の利率に年０.５％を上乗せした利率を満期日まで 
適用します。 

お預け入れ時の確認 ご利用の際は、お届け印のほか、以下の書類が必要となります。 
（１）本人確認書類 
（２）「お預け入れされる方が相続人であること」、「金融機関での相続手続完了時

期」、「相続により取得した金額」が確認できる書類 
   【例】遺産分割協議書／金融機関に提出した相続依頼書の写し／戸籍謄本の
      写し／遺言書（公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの）
      の写し／被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し等 

 
◆ ご注意いただきたい点 

継続後の利率 （１）自動継続を設定しない場合 
満期日以後の利息は、解約又は書替継続した日における普通預金利率によ
り計算します。 

（２）自動継続を設定した場合 
一般のスーパー定期（3 ヶ月もの）に自動的に継続します。 
自動継続後の適用金利は、継続日における店頭表示金利となります。 

期限前解約 この預金は中途解約ができません。やむを得ず、満期日前に解約される場合は、 
上乗せ金利は適用されず、解約日における普通預金の利率を適用します。 

利息の計算方法 付利単位を 1 円とした 1 年を 365 日とする日割計算 

利払い頻度 満期日以後に一括してお支払いたします。 

税金 お利息には 20．315％（国税 15．315％、地方税 5％）の税金がかかります。
（平成 25 年 1 月１日から平成 49 年 12 月 31 日までの間にお受取りになる 

お利息には「復興特別所得税」が課税されます。） 
※ただし、マル優をご利用の場合は除きます。 

   店頭に説明書をご用意しています。詳しくは、 寄りの当行本支店にお問い合わせください。 

 

 


